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更新認定の更新講座の受講について、一般社団法人薬学教育協議会が開催す

る、いわゆるアドバンストワークショップ(AWS)のうち、認定実務実習指導薬剤

師認定制度実施要領 11．(1)③に規定する更新講習を受講したものとみなせるも

ので、平成 28 年４月１日より平成 30 年 12 月 31 日までに実施した AWS の修了

証の有効期間は令和３年 12 月 31 日です。更新申請条件に合致する方で、この

修了証を更新講習の受講証として更新申請される方は、かならず令和３年 12月

31 日(消印有効)までに更新申請書類を提出してください。令和４年１月１日以

降、修了証の有効期間が切れているものは無効となり、更新申請には使用できま

せん。 

なお、更新申請受付期間を認定の有効期間が終了する日の６か月前からとし

ていますので、認定期限が 2022年３月 31日の方も 12月中に申請できます。 

 

 


